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●
各
分
団
の
担
当
区
域
と

　
団
員
数

　

�　

芦
屋
町
消
防
団
は
３
個
分
団
と

本
部
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
各

分
団
に
担
当
区
域
が
あ
り
ま
す
が
、

火
災
を
は
じ
め
と
す
る
災
害
時
は

担
当
区
域
に
関
わ
ら
ず
、
全
分
団

が
出
動
し
ま
す
。

消
防
団
と
は

　

�　

火
災
や
大
規
模
災
害
発
生
時
に
自

宅
や
職
場
か
ら
現
場
へ
駆
け
つ
け
、

地
域
生
活
を
す
る
中
で
得
ら
れ
る
知

識
や
経
験
を
生
か
し
た
消
火
活
動
や

救
助
活
動
を
行
う
組
織
で
す
。

消
防
団
員
と
消

防
署
員
の
違
い

は
？

　

�　
消
防
団
員
は
、
普
段
は
そ
れ
ぞ
れ

の
仕
事
（
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
農
家
、

自
営
業
な
ど
）
に
就
き
な
が
ら
、
火

災
を
は
じ
め
と
す
る
災
害
時
に
現
場

へ
駆
け
つ
け
る
、
非
常
勤
特
別
職
の

公
務
員
で
す
。

　

�　
一
方
、
消
防
署
員
は
常
勤
の
地
方

公
務
員
と
し
て
、
消
防
本
部
や
消
防

署
に
勤
務
し
て
い
ま
す
。

ど
う
い
う
人
が

消
防
団
に
入
団

で
き
る
の
？

　

�

　
18
歳
以
上
の
健
康
な
人
で
、
芦
屋

町
内
に
在
住
・
在
勤
で
あ
れ
ば
、
芦

屋
町
消
防
団
に
入
団
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

区分区分 場所場所 担当区域 団員数
第１分団 折尾警察署

芦屋交番横
粟屋、大城、浜口町、
緑ヶ丘、高浜町、正門町、
祇園町、船頭町

25人

第２分団 役場横 中ノ浜、幸町、西浜町、
白浜町

22人

第３分団 城山公園下 山鹿地区全域 25人
本部 役場 3人

【分団の担当区域と団員数】

地域を守る私たちの消防団地域を守る私たちの消防団
　　～芦屋町消防団と地域が創る、安心の毎日～～芦屋町消防団と地域が創る、安心の毎日～

みなさんは消防団がどんな活動をしているか知っていますか？みなさんは消防団がどんな活動をしているか知っていますか？
　今回の特集では、芦屋町消防団の活動や団員の声を紹介します。　今回の特集では、芦屋町消防団の活動や団員の声を紹介します。
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●�
団
員
の
年
齢
構
成

　

�　

10
月
１
日
現
在
、
芦
屋
町
消
防

団
の
団
員
数
は
75
人
で
す
。
10
代

か
ら
70
代
ま
で
の
幅
広
い
年
代
の

団
員
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

●�

消
防
団
の
待
遇

・
被
服
の
貸
与

　

�　

活
動
に
必
要
な
活
動
服
や
革
手

袋
、安
全
靴
な
ど
が
貸
与
さ
れ
ま
す
。

・
報
酬

　

�　
芦
屋
町
消
防
団
は
階
級
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
が
、
年
間
報
酬

（
8
3
8
0
0
円
～
）
が
支
給
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
災
害
や
訓
練
に

出
動
し
た
場
合
に
は
出
動
報
酬

（
１
日
あ
た
り
最
大
8
0
0
0
円
）

と
費
用
弁
償
が
別
途
支
給
さ
れ
ま

す
。
な
お
、
５
年
以
上
勤
務
さ
れ

た
団
員
に
は
退
職
報
償
金
も
支
給

さ
れ
ま
す
。

・
公
務
災
害
補
償

　

�　

消
防
団
活
動
中
に
負
傷
し
た
場

合
な
ど
に
は
公
務
災
害
補
償
が
受

け
ら
れ
ま
す
。

●�

消
防
団
の
主
な
活
動

　
�　

月
に
２
回
、
消
防
車
両
や
機
械

器
具
の
点
検
、
水
門
操
作
な
ど
の

確
認
を
行
う
定
例
出
動
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
火
災
現
場
で
の
活
動
を
想

定
し
た
放
水
訓
練
や
風
水
害
に
備
え

た
土ど

の
う嚢

づ
く
り
、
春
の
火
災
予
防
週

間
や
年
末
に
は
、
特
別
警
戒
と
し
て

消
防
車
両
で
町
内
の
巡
回
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
有
事
の
際
に
備
え
、
A
E
D
の
使
用

や
応
急
救
護
を
学
ぶ
救
命
講
習
、
火

災
時
の
事
故
や
怪
我
を
防
ぐ
た
め
の

遠
賀
郡
団
員
教
養
訓
練
に
参
加
し
、
必

要
な
知
識
の
習
得
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
、
花
火
大
会
の
警
備
や
、

町
が
行
う
避
難
訓
練
に
も
出
動
し
て

い
ま
す
。
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【年齢構成】

16

△放水訓練

１月 遠賀郡消防合同出初式
３月 春の火災予防週間に伴う夜間警備
６月 芦屋町大雨洪水避難訓練

７月
あしや花火大会警備
※�３個分団のうち、毎年１個分団が持ちまわりで
警備を担います。

９月 遠賀郡消防総合訓練※２年に１回開催されます。
11月 芦屋町地震津波避難訓練
12月 歳末警戒

【芦屋町消防団の主な年間予定行事】

△救急救命講習

△遠賀郡消防総合訓練

16
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６
１

2424
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●�

消
防
団
員
を
募
集
し
て

い
ま
す

　

町
を
災
害
か
ら
守
る
消
防
団
は

地
域
社
会
に
な
く
て
は
な
ら
な
い

存
在
で
す
。

　

芦
屋
町
で
は
消
防
団
員
を
募
集

し
て
い
ま
す
の
で
、
興
味
を
持
っ

た
人
は
、
庶
務
係
ま
で
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。

※�

活
動
内
容
、
処
遇
な
ど
不
明
な

点
は
気
軽
に
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

〇
入
団
条
件

・
18
歳
以
上
の
人

・
町
内
に
居
住
ま
た
は
勤
務
し
て
い
る
人

〇
問
い
合
わ
せ　

　
庶
務
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
7
2
）

消
防
団
員

 
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　

第
１
分
団
で
活
躍

す
る
団
員
に
、
入
団

し
た
き
っ
か
け
や
消

防
団
の
魅
力
・
や
り

が
い
な
ど
を
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。

第
１
分
団　
団
員

　
小
手
川 

孝
一
さ
ん

●
消
防
団
に
入
っ
た

き
っ
か
け
は
？

　

第
１
分
団
に
い
た
知
人
か
ら
誘
わ

れ
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。
消
防
団
は

災
害
時
の
出
動
や
訓
練
な
ど
で
大
変

な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
し
た
が
、「
活

動
に
や
り
が
い
が
あ
り
、
人
と
の
つ
な

が
り
も
増
え
る
よ
」
と
聞
き
、
入
団
を

決
め
ま
し
た
。

●
訓
練
の
回
数
は
？

　
月
に
2
回
の
定
例
出
動
で
は
、
消
防

車
両
や
機
材
器
具
の
点
検
を
行
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
実
際
の
火
災
を
想
定

し
た
訓
練
や
消
火
栓
を
使
用
し
た
放

水
訓
練
な
ど
を
年
に
２
回
行
っ
て
い
ま

す
。
た
だ
、
仕
事
や
家
庭
の
都
合
で
参

加
で
き
な
い
場
合
は
遠
慮
せ
ず
、
欠
席

し
て
い
ま
す
。

●
消
防
団
に
入
っ
て
思
い
出

に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
？

　

令
和
６
年
２
月
に
行
わ
れ
た
遠
賀

郡
消
防
合
同
訓
練
で
最
優
秀
分
団
賞

を
受
賞
し
た
こ
と
で
す
。
私
も
選
手
と

し
て
訓
練
に
参
加
し
ま
し
た
が
、
遠
賀

郡
４
町
の
消
防
団
の
中
で
、
第
１
分
団

の
訓
練
内
容
が
一
番
評
価
さ
れ
た
こ
と

は
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
で
す
し
、
日
頃

の
訓
練
の
成
果
が
発
揮
で
き
た
こ
と
で

と
て
も
や
り
が
い
を
感
じ
る
機
会
と
な

り
ま
し
た
。

　
こ
の
訓
練
を
き
っ
か
け
に
、
災
害
現

場
で
も
、
冷
静
に
行
動
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
積
極
的
に
訓
練
に
参
加

し
て
技
術
と
知
識
を
身
に
付
け
よ
う

と
思
い
ま
し
た
。

●
消
防
団
の
魅
力
は
？

　
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
の
つ
な
が
り
が
増

え
た
こ
と
が
魅
力
で
す
。
仕
事
も
人
生

経
験
も
全
く
異
な
る
人
た
ち
の
集
ま

り
な
の
で
、
人
生
の
幅
が
広
が
り
ま
し

た
。
ま
た
、
周
り
の
団
員
も
優
し
く
頼

れ
る
人
ば
か
り
な
の
で
、
困
っ
た
こ
と

や
悩
み
も
相
談
し
て
い
ま
す
。

⑧

　町を守る消防団、
　かっこよかったっちゃ！
　消防団員募集中っちゃ！



一家に
一台 必ず、あなたの役に立つ

戸別受信機を設置しましょう

■ 戸別受信機を設置しましょう
　⃝�戸別受信機は、災害時の避難情報や町からの重要な緊急情報を受信する機器で、町からの情報だけではなく、

住んでいる自治区からの情報（区内の行事などのお知らせ）も配信される便利な機器です。まだ、箱から
出していない人は、設置をお願いします。

■ �電源（コンセント・電池） の接続
　�　戸別受信機の電源は、普段は ACアダプ
ターを接続し、家庭用コンセント（以下、
コンセント）から取ってください。電池は
停電時に使用しますので、必ず入れておい
てください。
　⃝�コンセントに接続していても、電池は自
然消耗します。また、コンセントに接続
せずに電池だけで使用すると、2、3日程
度で電池がなくなります。

　⃝�電池切れの場合（電池を入れていない場
合も）は、受信機右上の「電池」のラン
プが赤く点灯するので、電池を交換して
ください。

　⃝�液漏れによる故障などを防ぐためにも、
電池は１年に１回は交換しましょう。

　⃝�電池は、「＋」「－」を正しい向きで入れ
ましょう。間違うと液漏れを起こし、故
障や出火の原因になってしまいます。

■ 受信の確認
　⃝�受信し、読んでいない情報には、「★」印が付いています。「再生・停止」ボタンを押して、内容を確認し

ましょう。
　⃝�音量は、受信機の右側下段の音量調整用の「大」「小」ボタンで調整できます。

■ 戸別受信機は町からの貸与品です
　⃝�戸別受信機は、町からの貸与品です。大切に扱ってください。芦屋町から転出する場合は、必ず総務課に

返却してください。また、一人暮らしの人が亡くなった場合も返却が必要です。
　⃝�町内で転居する場合は、転居先の自治区の情報が受信できるよう、設定を変更しますので、総務課に戸別
受信機を持ってきてください。

　 ▽ �問い合わせ　戸別受信機に係る全般のこと＝庶務係（☎２２３‐３５７２）
　　�戸別受信機の機器や使用方法＝防災ラジオコールセンター（24 時間対応　年中無休）（☎〈０１２０〉
３８８-２８０）

電池を入れた状態でＡＣアダプ
ターにつなぐと、緑ランプが点灯
します（電池切れの場合は、赤ラ
ンプが点灯します）。

画面　

音量調整ボタン
（大／小）

再生・停止ボタン

メッセージ
選択ボタン
（上／下）

画面表示ボタン
（オン／オフ）

電池ランプ

受信電波レベル受信電波レベル
１（小）～５（大）１（小）～５（大）

「 ★ 」は未読の印
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